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は し が き

国民健康保険制度は、制度発足以来、我が国の医療保険制度の中で国民皆保険の

体制を支える柱として、地域医療の確保と健康の保持増進に大きな役割を果たして

きました。

しかしながら、高齢化の進展や医療の高度化等に伴い保険給付費が年々増加する

一方で、低所得者の加入割合が高いこと等により、それに見合った国民健康保険税

（料）の収入を確保することが難しいという制度の構造的な課題を抱えていたこと

から、平成 30 年度に制度改革が行われ、都道府県が、安定的な財政運営や効率的な
事業の確保など国保運営の中心的な役割を担うこととなりました。

県としましては、財政運営の責任主体として、更なる市町村との連携の強化、赤

字の解消、適正な賦課、収納率の向上や医療費適正化などの取組を進め、健全な財

政運営の確保を図るとともに、将来的な保険税（料）水準の統一化に向けた環境の

整備に取り組んでまいります。

本書は、令和２年度の国民健康保険事業状況報告書（事業年報）等に基づき、沖

縄県の国民健康保険事業の状況を取りまとめたものです。今後の国民健康保険事業

の健全な運営のため、幅広く活用していただければ幸いです。

令和５年３月

沖縄県保健医療部国民健康保険課



用 語 の 解 説

保 険 者 ： 保険事故（疾病、負傷、出産、死亡）が発生した場合に損害の補填、

その他の給付をする義務のある者をいう。国民健康保険の保険者は、

都道府県、市町村及び国民健康保険組合である。

被 保 険 者 ： 市町村が行う国民健康保険の資格要件は、当該市町村の区域内に住

所を有する者、国民健康保険組合の場合は、当該組合の組合員または

組合員と同じ世帯に属する者。

一般被保険者 ： 上記被保険者のうち、退職被保険者等（退職者本人とその被扶養

者）を除く被保険者。

退職被保険者等 ： 市町村が行う国民健康保険の被保険者のうち、老齢年金を受けるこ

とができる者で年金保険への加入期間が20年（20年未満の場合には、

政令で定める期間）以上、又は40歳以上の加入期間が10年以上である

者およびその被扶養者。

前 期 高 齢 者 ： 65歳以上75歳未満の被保険者。

介護保険第２号 ： 介護保険法第９条第２号に規定する40歳以上65歳未満の医療保険

被 保 険 者 数 加入者。

年 間 平 均 ： 市町村は当該年３月～翌年２月、国民健康保険組合は当該年４月～

被 保 険 者 数 翌年３月の各月末現在被保険者数の累計を12で除した数。

年間平均世帯数 ： 市町村は当該年３月～翌年２月、国民健康保険組合は当該年４月～

被 保 険 者 数 翌年３月の各月末現在世帯数の累計を12で除した数。

療 養 の 給 付 ： 医療給付の形態で現物給付をいう。すなわち、被保険者であること

を被保険者証で明らかにすると同時に、保険医療機関から医療そのも

のの給付を受け、その診療に対する報酬は、保険医療機関へ保険者か

ら支払われる。

療 養 費 ： 保険者が療養に関する給付を被保険者の請求に基づき、現金で支払

う場合の給付をいう。

療養諸費費用額 ： 療養の給付と療養費の費用額（一部負担金（医療機関の窓口で支払

う医療費の自己負担）を含む。）の合計。



高 額 療 養 費 ： 同一の被保険者が同一月内に同一の保険医療機関等で療養の給付

を受けた場合、一部負担金の額が一定額を超えるときに保険者からそ

の超えた額が高額療養費として支給される。自己負担限度額は次のと

おりである。

表中の用語について

・旧ただし書所得

前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金額

等の合計額から基礎控除（33万円）を控除した額（ただし、雑損失の繰越控除

額は控除しない。）。

・課税所得

各種所得額（収入金額から必要経費を控除した額）から地方法上の各種所得

控除等を控除した額。

・現役並み所得者

同一世帯に課税所得145万円以上で70歳以上の国保被保険者がいる者。

・低所得者Ⅰ

住民税非課税の世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない者。

・低所得者Ⅱ

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の者。

医療費の自己負担限度額表（月額）

○70歳未満の人の限度額
限度額

旧ただし書所得901万円超 252,600円＋（医療費-842,000円）×1％

旧ただし書所得600万円超901万円以下 167,400円＋（医療費-558,000円）×1％

旧ただし書所得210万円超600万円以下 80,100円＋（医療費-267,000円）×1％

旧ただし書所得210万円以下 57,600円

低所得者（市町村民税非課税等） 35,400円

○70歳以上75歳未満の人の限度額
外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者

 標準報酬83万円以上課税所得690万円以上 252,600円＋（医療費－842,000円）×１％

 標準報酬53～79万円以上課税所得380万円以上 167,400円＋（医療費－558,000円）×１％

 標準報酬28～50万円以上課税所得145万円以上 80,100円＋（医療費-267,000円）×1％

一般（年収約156万～370万円） 18,000円 57,600円

低所得者

Ⅱ 市町村民税非課税等 24,600円

Ⅰ 所得が一定以下 15,000円

（注）平成30年8月診療分から

8,000円



診 療 費 ： 診療（入院、入院外、歯科）に要した費用額であり、調剤報酬、入

院時食事療養、看護及び移送に要する費用は含まない。

件 数 ： 毎月支給決定（審査決定）された件数（診療報酬明細書や調剤報酬

明細書の枚数など）の総数であり、保険医療機関ごと、被保険者ごと

に１件ずつ計上。

日 数 ： 診療に要した実日数の総数。

受 診 率 ： 被保険者100人当たりの受診件数をいい、入院、入院外、歯科及び

その合計件数を平均被保険者数で除し100を乗じた数。

１件当たり日数 ： 入院、入院外、歯科及びその合計日数を件数で除した数。

１件当たり費用額 ：

１日当たり費用額 ： 入院、入院外、歯科及びその合計費用額を件数、日数、平均被保

１人当たり費用額 ： 保険者数で除した数。

１人当たり診療費 ：

１人当たり療養 ： 診療費、診療諸費費用額を平均被保険者数で除した数。

諸 費 費 用 額 ：

出産育児一時金 ： 市町村条例、又は国保組合規約に基づき支給された出産育児一時金。

葬 祭 費 ： 市町村条例、又は国保組合規約に基づき支給された葬祭費。
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３ 年度別・保険者別被保険者100人当たり受診件数(受診率)

の推移(診療費) ････････････････････････････････････････････････ 152

４ 年度別・保険者別被保険者１人当たり療養諸費費用額の推移 ･･･････ 153

５ 年度別・保険者別１世帯当たり保険税(料)調定額(現年度)の推移･････ 154

６ 年度別・保険者別１人当たり保険税(料)調定額(現年度)の推移 ･･････ 155


